
 

事業実施案内

・様式第1号・様式第1号別紙
・様式第2号・様式第3号

支給決定通知書送付
支給決定額・入金を確認

申請書ダウンロード
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/

  10013/10014/d070974.html

内容確認

審　　　査

終了

返還請求 確認

事業者（法人）

令和4年８月３１日(水)まで

申請書提出

感染症対策に活用

法
人

Ａ
事業所

Ｂ
事業所

Ｃ
事業所

※各事業所に
  支援金を分配

※活用(支出)状況
  をとりまとめ

令和5年２月１０日(金)まで

実績報告
・対象外経費が含まれていないか
・支出額が支給額を超えているか 
              など

審　　　査

旭 川 市

※紙様式を希望の場合はご連絡ください。

※郵送又は電子メールにて提出

※申請から2∼３週間程度

◎Ｗｅｂの入力フォームから
 https://logoform.jp/form/
 iLZf/108514
又は
〇郵送・電子メールによる提出
 様式第6号，様式第6号別紙

指定口座に振込

旭川市介護サービス等事業者感染症対策支援金ー申請の流れー

令和4年4月1日から令和5年1月31日
までに，支払いが完了するものが対象
です。
対象経費の詳細は，ホームページ等で
必ず確認してください。 

実支出額が支給額を下回った
場合は，差額を返還していた
だくことになります。

 旭川市福祉保険部 長寿社会課 地域包括ケア推進係
  〒070-8525 旭川市６条通９丁目 旭川市役所総合庁舎2階

  電話：0166-25-9797 Ｅメール：chojushakai@city.asahikawa.lg.jp

申請・問い合わせ先

返還金の納付

支出完了後，速やかに
報告願います。


